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保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
で
等
し
く
負
担
す
る
均
等
割

額
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

所
得
割
額
の
合
計
額
に
な
り
、
平

成
20
・
21
年
度
に
つ
い
て
は
均
等

割
額
４
万
３
千
９
２
４
円
、
所
得

割
率
８
・
０
７
％
で
す
（
図
１
）。

保
険
料
の
軽
減
に
は
、
低
所
得

者
に
対
す
る
軽
減
と
、
被
用
者
保

険
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
こ
れ
ま

で
保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ
た
人

に
対
す
る
軽
減
の
２
つ
が
あ
り
ま

す
。

低
所
得
者
へ
の
軽
減

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ

び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
な
ど
に

応
じ
て
、
保
険
料
の
均
等
割
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

所
得
が
確
認
で
き
る
被
保
険
者

に
つ
い
て
は
、
申
請
の
必
要
が
な

く
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
未
申

告
で
所
得
が
確
認
で
き
て
い
な
い

被
保
険
者
の
場
合
、
適
用
す
る
た

め
に
は
簡
易
申
告
な
ど
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
同
一
世
帯
の

世
帯
主
の
所
得
が
確
認
で
き
て
い

な
い
場
合
も
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

軽
減
の
割
合
は
、
同
一
世
帯
内

の
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所

得
に
応
じ
て
、
表
１
の
基
準
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
軽
減
の
判
定
に

つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
と
同

様
、
当
分
の
間
、
年
金
収
入
に
つ

い
て
公
的
年
金
等
控
除
を
受
け
た

人
は
、
高
齢
者
特
別
控
除
と
し
て

総
所
得
金
額
な
ど
か
ら
15
万
円
を

控
除
し
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
へ
の
軽

減
こ
れ
ま
で
保
険
料
の
負
担
が
な

か
っ
た
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
や
、

企
業
の
健
康
保
険
組
合
、
公
務
員

の
共
済
組
合
な
ど
被
用
者
保
険
の

加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
は
、

加
入
か
ら
２
年
間
は
均
等
割
の
５

割
が
軽
減
さ
れ
、
所
得
割
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
平
成
20
年
４
月
か
ら
同

９
月
ま
で
は
保
険
料
を
徴
収
せ
ず
、

平
成
20
年
10
月
か
ら
平
成
21
年
３

月
ま
で
は
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

現
在
の
介
護
保
険
料
の
納
め
方

と
同
様
に
原
則
と
し
て
、
年
金
か

ら
保
険
料
が
支
払
わ
れ
る
仕
組
み

（
特
別
徴
収
）
を
導
入
し
ま
す
。
平

成
20
年
４
月
１
日
現
在
で
75
歳
以

上
の
人
は
、
平
成
20
年
４
月
支
給

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
場
合

は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で

の
支
払
い
（
普
通
徴
収
）
に
な
り

ま
す
。

▼
年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の

人▼
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
合
計
が
、
年
金
額
の

２
分
の
１
を
超
え
る
人

▼
平
成
20
年
４
月
２
日
以
降
に
新

た
に
資
格
を
得
る
人
（
一
定
期
間

経
過
後
は
特
別
徴
収
に
変
更
し
ま

す
）な

お
、
普
通
徴
収
に
該
当
す
る

人
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
７
月

か
ら
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
く
予

定
で
す
。

ま
た
、
現
在
加
入
の
国
民
健
康

保
険
や
会
社
の
健
康
保
険
に
代
わ

り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
と
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
が

二
重
に
か
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。保

険
料
額
の
決
定
通
知
書
の
送

付
は
、
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
人

と
普
通
徴
収
に
該
当
す
る
人
で
異

な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
人

仮
徴
収
額
の
決
定
通
知
書
を
４

月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

普
通
徴
収
に
該
当
す
る
人

一
人
あ
た
り
の
年
間
保
険
料
の

決
定
通
知
は
７
月
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
新
し

い
被
保
険
者
証
は
、
３
月
中
に
郵

送
し
ま
す
。
移
行
に
つ
い
て
の
申

請
手
続
き
は
不
要
で
す
。
４
月
１

日
以
降
に
医
療
を
受
け
る
場
合
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
で
医
療
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
来
年
４
月
以
降
に
75
歳

に
な
る
人
は
、
誕
生
日
か
ら
被
保

険
者
と
な
り
ま
す
。
順
次
被
保
険

者
証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
手
続

き
は
不
要
で
す
。
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問合せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
始
ま
る

平
成
20
・
21
年
度
の
保
険
料
率
決
定

2 0 0 8バレーボールフェ
スタ・バレーボール教室

問い合わせは、文化体育館（�766－7400）へ。

よしもとお笑い
バラエティ－ショー

�とき　３月1 6日（日）午後２時

30分開演（開場：同２時）

�ところ　文化体育館

�出演　大木こだま・ひびき、桂

小枝、ジョニー広瀬＆霞、笑い飯、

アジアン、中田なおき（司会）

�入場料　 全席指定前売1 , 8 0 0円

（当日2,000円）

※町内在住で7 0歳以上の人は、す

こやかカードの提示により半額で

チケットを販売します。

※売り切れの場合はご容赦くださ

い。

発売中

�とき　３月９日（日）午後１時

開講（受付：同０時30分～）

�ところ　文化体育館

�内容　実技指導・紅白戦など

�指導者　中西千枝子さん（元ア

トランタオリンピック代表キャプ

テン）

�参加費　無料

�定員　先着200人（観覧は自由）

�申込み　２月2 0日までに電話で

文化体育館

均等割額

43,924円

所得割額

（前年の総所得金額－基

礎控除33万）×8.07％

１人当たりの保険料額

（年額）

＋

※ 総 所 得 金 額 ＝ 収 入

額－控除額

※一人当たりの保険料

額（年間）は 5 0万円が

上限となります

保
険
料
率

保
険
料
の
納
め
方

被
保
険
者
証
の
送
付

� 太い線や細い線
が多く、めりはりを
つけるのが難しかっ
たです。

井上
いのうえ

舞
まい

さん（１年）

� 新しい年を迎え、
幸せな年になるよう
に心を込めて書きま
した。

丹田
たんだ

みのりさん（２年）

� ゴッホの「夜のカフ
ェテラス」を、色えんぴ
つで模写しました。

福山
ふくやま

詩織
しおり

さん（３年）

▲ ステンシルで、花
鳥風月をテーマに桜や
風景を表現しました。

羽�
は せ

歩未
あゆみ

さん（３年）

猪 名 川 中 学 校

保
険
料
額
の
通
知

後期高齢者医療制度とは？

これまで、「老人保健制度」で医療を受けて

いた人は、４月からは、新しい「後期高齢者

医療制度」の被保険者となり、広域連合が交

付する被保険者証を医療機関に提示して、診

療を受けることになります。

この新制度の運営は、県内すべての市町が

加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」

が行います。広域連合では、被保険者の認

定・保険料の決定・医療の給付などを行い、

市町では保険料の徴収・被保険者証の引渡

し・各種申請などの窓口業務を行います。

制度の概要

�被保険者 7 5歳以上または、6 5歳以上で一

定の障害のある人

�患者負担 医療費の１割（現役並み所得者

は３割）

図１

保
険
料
の
軽
減

の催し

４月から新しく後期高齢者医療

制度が始まります。

現在の老人保健制度に代わる新

しい制度では、被保険者一人ひと

りが保険料を負担します。

この度、被保険者の皆さんに負

担していただく保険料率が決まり

ましたのでお知らせします。

表１　均等割額の軽減制度

軽減の割合

７割軽減

５割軽減

２割軽減

平成1 9年中の合計所得金額（世帯主と

被保険者の合算額）

33万円以下

3 3万円＋（2 4万５千円×世帯主を除く被

保険者数）以下

33万円＋（35万円×被保険者数）以下


